
事 務 連 絡 

令 和 6 年 6 月 2 4 日 

 

関係団体御中 

 

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課 

 

令和６年度診療報酬改定に伴う最適使用推進ガイドラインの取扱いに 

ついて 

 

令和6年5月31日付けで厚生労働省医薬局医薬品審査管理課及び同省保険局医療課

から別添のとおり令和６年度診療報酬改定に伴う最適使用推進ガイドラインの取扱

いについて事務連絡がありましたので御承知いただくとともに、貴会（組合）員への

周知について御配慮ください。 

  

担 当 生活衛生部医薬安全課 

     監視グループ 

     薬事グループ 

     生産グループ 

電 話 052-954-6344（ダイヤルイン） 

    052-954-6303（ダイヤルイン） 

    052-954-6304（ダイヤルイン） 

ﾌｧｯｸｽ 052-953-7149 



愛知県

R6.06.03
6医安号外

写



記 

 

読替後 読替前 

外来腫瘍化学療法診療料１、外来腫

瘍化学療法診療料２又は外来腫瘍化

学療法診療料３ 

外来腫瘍化学療法診療料１又は外来

腫瘍化学療法診療料２ 

 

以上 


	関係団体への通知
	 令和６年度診療報酬改定に伴う最適使用推進ガイドラインの取扱いについて

